
市域全域区分図 ( 小樽歴史景観区域を除く）

①住居系地域Ａ

③住居系地域以外の地域

④禁止地域

①～④以外の地域

第1種中高層住居専用地域

商業地域、準工業地域など

第 1種低層住居専用地域
水天宮周辺地区、その他対象地域

区域区分

②住居系地域Ｂ
第１種住居地域
第２種住居地域


